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第３章 特定健診・特定保健指導の実施 
１ 第二期特定健診実施等実施計画について 

 この計画は、国の定める特定健康診査等基本指針に基づく計画であり、制度創設の趣旨、国の健康づ

くり施策の方向性、第 1 期の評価を踏まえ策定するものです。 

 この計画は 5 年を一期とし、第 2 期は平成 25 年度から 29 年度とし、計画期間の中間年である 27 年

度の実績をもって、評価・見直しを行っていきます。 

 

２ 目標値の設定 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定健診実施率 40％ 43％ 46％ 48％ 50％ 

特定保健指導実施率 60％ 60％ 60％ 60％ 60％ 

 

＜目標値を達成するため、特定健診・特定保健指導の実施率向上に向けた取組＞ 

 第二期計画期間中においては、第一期での取組を踏まえ、特定健診・特定保健指導の重要性の周知・

啓発を行っていくとともに、未受診者や保健指導未利用者に対する受診勧奨に積極的に取り組んでいき

ます。 

 

①第一期計画から継続するもの 

◎個別周知 

 事業名 内容 

特

定

健

診 

特定健診の案内チラシ配布 受診券と同封してチラシを発送（受診方法や日程表等を記載） 

特定健診電話勧奨事業 特定健診未受診者への電話による受診勧奨を実施。 

受診勧奨ハガキ発送 年度内未受診者に対する受診勧奨のハガキを発送。 

事業参加者への周知 
国保が実施する事業（水中運動教室やノルディックウォーキング大

会など）への参加者に対する特定健診受診勧奨を行った。 

保

健

指

導 

特定保健指導未利用者対策 

・集団健診における保健指導の説明 

 保健指導の重要性利用を促すため、集団健診会場で健康手帳記入

時に保健指導に関して説明を実施 

・電話勧奨 

特定保健指導の対象者への電話による利用促進を実施。 

 

◎広報・啓発 

 事業名 内容 

特

定

健

診 

放送 特定健診に関する情報を防災無線や区内放送を利用して放送。 

立て看板の設置 集団健診に関する情報を立て看板にて周知した。 

広報車による街宣 公用車へスピーカーを設置し、街宣。 
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市内イベントへの参加 

生涯学習フェスティバル、あやはしマラソンなど 

※パネルの内容やより効果的な宣伝方法などについて改善を図りつ

つ継続していきたい。 

特

定

健

診 

・ 

保

健

指

導

共

通 

ホームページ うるま市のホームページへ特定健診・保健指導に関する情報を掲載。 

広報誌への掲載 特定健診や特定保健指導に関する情報を「広報うるま」へ掲載。 

医療機関への協力依頼 個別健診実施医療機関への受診勧奨の協力依頼。 

各自治会への表彰 受診率が高い自治会への表彰。 

地域出前健康講座 
市内の自治会及び団体等を対象に、特定健診・特定保健指導に関す

る説明と、健康づくり講座を実施。 

運動施設利用による健康づ

くり事業(ｴｺﾎﾞﾃﾞｨｰｶｰﾄﾞ) 

特定健診受診、特定保健指導対象者においては指導を受けることで、

うるま市内の運動施設を無料で利用できるカードを発行。 

 

◎利便性の向上 

 事業名 内容 

特

定

健

診 

自己負担額無料化 課税世帯においても自己負担額を無料とする。 

がん検診との同時実施 健康支援課との連携し、集団健診においては、がん検診と同日実施。 

健診日時の多様化 
土日や夜間に健診を実施するなど、日時を多様化することで特定健

診を受診できる機会を増やす。  （夜間健診など） 

受診券の再発行 集団健診会場での受診券再発行や電話で再発行・再発送をしている。 

ドック助成事業 希望者は指定医療機関において人間ドックまたは脳ドックを実施。 

 

②第二期計画から新規に実施するもの 

 事業名 内容 

 特定健診電話勧奨事業 

（コールセンターへ委託） 

未受診者への電話による受診勧奨をコールセンターへ委託する。 

受診を拒否された方々に受けない理由を確認し統計を取る。 

外部団体への 

協力依頼の拡充 

各自治会や医療機関だけでなく、民生委員や商工会などへ地域健康

出前教室を実施し、必要性について理解してもらい受診勧奨の協力

依頼を拡充する。 

窓口での呼びかけ 事業係における特定健診以外の手続き時にも受診勧奨を行う。 

過去の事業参加者への 

受診勧奨 

現在事業に参加している者だけでなく、過去に事業へ参加した者に

も継続して健診を受けているか確認するとともに受診勧奨していく。 

健康づくり事業への結びつけ 

特定保健指導対象者の生活習慣をより効果的に改善するためにも、

国保保健事業において実施している運動教室や栄養教室といった各

種の健康づくり事業へ結び付けていく。 

健康づくり応援団 
ｴｺﾎﾞﾃﾞｨｰｶｰﾄﾞ発行された方を、健康づくり応援団として任命。役割

としてチラシの配布等による、健診受診勧奨を担う。 
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推進活動費の助成  受診率の向上推進活動費として助成する。 

申告時の健診 
 うるみん３階ホールにおいて実施する、市民税・県民税の申告時期

に、特定健診の会場を近くに設置して受診勧奨を行い実施する。 

受診券一体型（※検討） 

 国民健康保険被保険者証と特定健康診査受診券の一体型について、

医師会や国保連合会からも全市町村様式を統一して作成してほしいと

要請があり、検討中である。 

 

３ 対象者数の見込み 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定健診対象者数 25,000 人 25,000 人 25,000 人 25,000 人 25,000 人 

特定健診受診者数 10,000 人 10,750 人 11,500 人 12,000 人 12,500 人 

特定保健指導対象者数 2,000 人 2,150 人 2,300 人 2,400 人 2,500 人 

特定保健指導実施者数 1,200 人 1,290 人 1,380 人 1,440 人 1,500 人 

 

４ 特定健診の実施 

（１）実施形態 

 健診は、特定健診実施機関に委託します。県医師会に加入の特定健診実施機関は、取りまとめ機関で

ある県医師会と、代表保険者が集合契約を行います。県医師会加入以外は、直接、特定健診実施機関と

代表保険者で集合契約を行います。 

 

（２）特定健診委託基準 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 28 条、及び実施基準第 16 条第 1 項に基づき、具体的に委託で

きる者の基準については厚生労働大臣の告示において定められています。 

 

（３）健診実施機関リスト 

特定健診実施機関については、沖縄県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載しています。 

  

（４）委託契約の方法、契約書の様式 

 県医師会及び県医師会加入以外の特定健診実施機関と代表保険者が集合契約を行います。 

 委託の範囲は、問診、身体計測、採血、検尿、結果通知、健診結果の報告（データ作成）です。 

 契約書の様式については、国の集合契約の様式に準じ作成しています。 

 

（５）健診委託単価、自己負担額 

 国保の集合契約単価は、集団健診 6,200 円、個別健診 6,700 円（平成 24 年度現在） 

自己負担額は医療保険者毎に設定されています。 

 なお、うるま市国民健康保険における特定健康診査の自己負担額は無料となっています。 

 

（６）代行機関の名称 

 国保の特定健診にかかる費用（自己負担額を除く）の請求・支払の代行は、沖縄県国民健康保険団体

連合会に委託しています。 
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（７）健診項目、内容 

 ○受診対象者は、次の 4 つの受診方法から 1 つ選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○健診内容 
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５ 保健指導の実施 

 特定保健指導の実施については、国民健康保険課から健康支援課への執行委任の形態で行います。 

また、一部医療機関への業務委託により、特定保健指導を行っています。 

 

＜特定保健指導の基本的な考え方＞ 

① 特定保健指導は、内蔵脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保

健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理

を行うとともに健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、糖尿病等の生活

習慣病を予防することを目的とするものです。 

② 特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定し階層化する基準、及び特定保健指

導として行う積極的支援及び動機付け支援の内容については、法第 24 条の厚生労働省令で定めら

れた方法で実施します。 

 

＜二次健診＞ 

  血管疾患発症のリスクが高い積極的支援、動機づけ支援該当者において、代謝状況や血管変化に関

するより詳しい検査（75ｇ糖負荷検査、頸動脈超音波健診、微量アルブミン尿）を二次健診として実

施し、対象者自身が現在の身体状況を知り、生活習慣の改善に向けた行動変容および見直しができる

よう支援します。 

 

＜特定保健指導の対象とならない被保険者への対応＞ 

  被保険者の健康の保持及び増進のため、特定健康診査の結果及びレセプト等の情報を活用し、特定 

保健指導の対象とはならないが、受診の勧奨、その他の保健指導を積極的に行う必要がある者を選定 

し、これらの者に対する特定保健指導以外の保健指導も実施に努めます。 

 

＜医療機関との連携＞ 

  特定健診の結果、受診勧奨判定値を超えている被保険者に対し早期受診につなげ、また治療中の方

には、治療を中断しないよう重症化予防の視点から、医療情報の共有化など、医療機関（かかりつけ

医、専門医）や医師会と連携し、協力体制を整えます。また、各診療ガイドラインに沿って保健指導

や必要な支援ができるよう努めます。 
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（１）健診から保健指導実施の流れ  

確定版様式 6－10 をもとに、健診結果から保健指導対象者の明確化、保健指導計画の策定・実践、評価

を行います。 図 健診から保健指導実施へのフローチャート

様式６－１０ 糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導(2011年度)(両方)(年齢：40～74)

0 人
初回252

終了108
人

人 人

43.1 %

0 人 554 人

693 人 615 人 551 人

1,018 人 519 人

1,173 人 1,958 人

4,595 人

1,397 人 1,653 人

30.7 %

11,736 人

5,669 人 3,131 人

17,405 人 7,726 人

1,639 人

1,300 人

※保健事業
ネットより抽出

27,224 人 0 人

25,131 人

健診から保健指導実施へのフローチャート

被保険者台帳

※Aは指定した年齢の被保険者を抽出

A

B
※Bは特定健診の

対象者（保健事業

ネットより抽出）

保
健
事
業

計
画
Ｐ

保
健
事
業
の

実
践
Ｄ

健
康
診
査

保
健
事
業
対
象
者
の
明
確
化

評
価
Ｃ
※

改
善
Ａ

年１回受診

★特定健康診査の実施

健診未受診者 健診受診者

D E

他の健診等の

結果の提出者

C
メタボ該当者

メタボ予備群

Q

R

F

①糖尿病

②高血圧症
③脂質異常症

問診項目から抽出

＊対象となる生活習慣病の病名と治療

健診受診情報とレセプトを突合

治療なし 生活習慣病

治療中＊

生活習慣病

治療中＊

G
H I

情報提供

レベル４

良

生活習慣病のコントロール

不良

K L

特定保健指導

O P

動機づけ支援 積極的支援

★特定保健
Y＋Z

O＋P

S

情報提供

（受診の必要性を含む）

M N

受診必要 受診不必要

レベル３ レベル１

レベル２

未受診者対策 医療との連携 医療との連携

◆医療機関を受診する必要性に

ついて通知・説明

◆適切な生活改善や受診行動

が自分で選択できるよう支援

特定保健指導特定保健指導以外の

保健指導

◆健診結果の見方につ

いて通知・説明

◆対象者の特徴に応じた行動変容を

促す保健指導の実施

◆行動目標・計画の策定

◆健診結果により、必要に応じて受診

勧奨を行う

◆特定健診の受診勧

奨（例：健診受診の重

要性の普及啓発、簡

易健診の実施による

受診勧奨）

◆かかりつけ医と保健指導実施者との

連携

◆学習教材の共同使用

◆医療機関における診療報酬上の生活

習慣病管理料、栄養食事指導料の積極

的活用

◆治療中断者対策及び未受診者対策と

してのレセプトと健診データの突合・分析

未受診なのでレベルが

未知のグループ

次年度の特定健診の受診※

次年度の特定健診未受診又

は結果未把握※

かかりつけ医と連

携した対応

T

U

V

個別に働きかけを

行った人の数

W

実施者数

X

動機づけ支援実施者数

積極的支援実施者数

Y

Z

レベルX レベル４ レベル３ レベル１ レベル２

使 用 す る 学 習 教 材 の 選 択

健診データをもとに特定保健指導個別支援

計画を作成

※次年度のメタボ該当者 ・予備群 、糖尿病等の有病者・予備群の評価（改善、悪化）、データの改善、リスク数の減少Q' R'

支 援 方 法 の 検 証 、 改 善 策 の 検 討（ポピュレーションアプローチとの連携含む）

J

必要に応じて主治医の指示のもと、

保健指導が行われるよう調整

★健診受診率

治療なし

分析

特定保健指導以外の対象者 特定保健指導の対象者

健診結果の判定

積極的支援の終了者

は、Ｈ２４．９月の法定報

告の実績を参照

＊基本的にはマルチマーカーより抽出。ただ

し、A、B、Hの数字については保健事業ネット

より抽出。
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（２）要保健指導対象者数の見込み、選定と優先順位・支援方法 

優先 

順位 

様式 

6-10 
保健指導レベル 支援方法 

対象者数見込 

(受診者の○％） 

H29年度 

目標実施率 

１ 
Ｏ 

Ｐ 

特定保健指導 

Ｏ：動機付け支

援 

Ｐ：積極的支援 

◆対象者の特徴に応じた行動

変容を促す保健指導の実施 

◆行動目標・計画の策定 

◆健診結果により、必要に応

じて受診勧奨を行う 

1,537 人 

（19.89） 
60％ 

２ Ｍ 
情報提供 

（受診必要） 

◆医療機関を受診する必要性

について通知・説明 

◆適切な生活改善や受診行動

が自分で選択できるよう支援 1,397 人 

（18.08） 

 

・HbA1c6.1%(JPS)以上 

80％、 

・高血圧Ⅱ度以上 90％、 

・CKD 腎専門医レベル 

 90％ 

・LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 180以上  

70％ 

 

３ Ｄ 健診未受診者 

◆特定健診の受診勧奨（例：

健診受診の重要性の普及啓

発、簡易健診の実施による受

診勧奨） 

17,405人 

※受診率目標

達成までにあ

と 8,610 人 

 

４ Ｎ 
情報提供 

（受診不必要） 

◆健診結果の見方について通

知・説明 

1,653 人 

（21.40） 
   

５ Ｉ 

情報提供 

（生活習慣病コ

ントロール不

良） 

◆かかりつけ医と保健指導実

施者との連携 

◆学習教材の共同使用 

◆医療機関における診療報酬

上の生活習慣病管理料、栄養

食事指導料の積極的活用 

◆治療中断者対策及び未受診

者対策としてのレセプトと健

診データの突合・分析 

3,131 人 

（40.53） 

・HbA1c8％(JPS)以上 

60％、 

・高血圧Ⅱ度以上 

90％、 

・CKD 腎専門医レベル

60％ 

さらに、各グループ別の健診結果一覧表から個々のリスク（特に HbA1c・血糖、ＬＤＬ、血圧等の 

レベル、ｅＧＦＲと尿蛋白の有無）を評価し、必要な保健指導を実施します。 
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（３）生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール 

 目標に向かっての進捗状況管理とＰＤＣＡサイクルで実践していくため、年間実施スケジュールを

作成します。   図 糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール 

糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール
  対象者の明確化から計画・実践・評価まで

③

② ①

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

平成２３年度

保健指導判定値

（レベル２）1,518名

40～64歳

　積極的支援510名

　動機づけ支援432名

65～74歳

　動機づけ支援576名

受診勧奨判定値

（レベル3）1,547名

40～64歳1,006

　高血圧50名HbA１ｃ26名LDL282名

65～74歳

　血圧正常高値82名HbA１ｃ226名

　LDL182名

生活習慣病のコントロール不良

　（レベル４）805名

　高血圧（160/100以上）171名、

　HbA１ｃ（7.0以上）226名、

　LDL（160以上）81名、

　尿酸（8.0以上）99名、

　HDL（34以下）77名、

　中性脂肪（300以上）106名

○結果説明までの準備

結果説明の方法を統一するために、使

用する機材についてスタッフ間で共有。

地区分担制で担当者を明確にし、保健

指導の実施状況等をタイムリーに把握

できるようにシステム化。

健診結果が届いた後、データを階層化

し、「健診結果一覧（A-3）」「早世・障害

の予防のために（A-4）」を盛り込んだカ

ルテを作成。その後、担当保健指導者

にてアプローチし健診結果の説明を実

施。

特定保健指導者への保健指導

・対象者に合わせた保健指導の実施。

・二次健診の実施

・運動施設の継続利用希望者に対して

は、保健指導後にエコボディカードの発

行。

・３ヶ月後中間支援・６ヶ月後評価の実

施

・必要時体重計の貸出

・受診勧奨判定値の方へは受診勧奨後

に治療状況の確認

・効果的な保健指導のための学習会の

継続

保健指導判定値への保健指導

・対象者に合わせた保健指導の実施。

・運動施設の継続利用希望者に対して

は、保健指導後にエコボディカードの発

行

・効果的な保健指導のための学習会の

継続

受診勧奨判定値への保健指導

・対象者に合わせた保健指導の実施。

・受診勧奨・必要時専門医へつなぐ

・運動施設の継続利用希望者に対して

は、保健指導後にエコボディカードの発

行

・効果的な保健指導のための学習会の

継続

・返書・レセにて受診確認

・ハイリスク者については健診・医療中

断がないよう、経年ファイルにて管理

コントロール不良者への保健指導

・対象者に合わせた保健指導の実施。

・必要時医療機関との連携

・必要時専門医へ紹介

・効果的な保健指導に向けて、学習会

の継続

・レセにて受診確認

・ハイリスク者の健診・医療中断がない

ように、経年管理ファイルにて管理。

二次健診対象者（65歳未満）824名

・積極的支援対象者

・動機づけ支援対象者

※過去の二次健診実施者は除く

●保健指導対象者

・積極的支援対象者：510名

・動機づけ支援対象者：1,008名

●特定保健指導率目標：45％

・40～64歳:健診受診者4,197名(治療中

1,205名、治療なし2,992名）

・65～74歳：健診受診者3,409名（治療中

1,856名、治療なし1,553名）

①-2:★特定保健指導以

外で実施

糖尿病治療

ガイドP23

・比嘉公民館において追加健診を実施。

・2月末をもって特定健診日程終了。

・一部の個別健診実施医療機関とのドッ

ク助成事業における契約。

・次年度の特定健診受診券発送の準備

開始（集団健診日程調整、受診券発行

および資格確認など）。

二次健診結果

　・75ｇOGTT　糖尿病型7名　境界型70

名

　・頸動脈エコー　高度動脈硬化1名

中等度動脈硬化13名

　　　　　　　　　経度動脈硬化78名

　・微量アルブミン検査　顕性蛋白尿3名

微量アルブミン尿24名

（再掲）

　特定健診では血糖　HbA1cが正常域

であったが、二次健診の結果有所見で

あったもの　75ｇOGTT11名　頸動脈エ

コー21名　微量アルブミン3名

保健指導判定値

（レベル1）1,481名

40～64歳1,045

　血圧正常高値123名HbA１ｃ318名

　LDL371名

65～74歳

　血圧正常高値82名HbA１ｃ226名

　LDL182名

・休日健診の案内ハガキを未受診者へ

郵送。

・追加もれ健診を実施（3回）

・12月末をもってドック助成事業を終了。・年内未受診者を対象として追加健診

の案内を郵送。

・ハイリスク対象者への指導の際に特

定健診の受診勧奨。

・市内付近の特定健診実施医療機関へ

の受診勧奨の協力依頼

・闘病体験者による講演の際に特定健

診を実施（実施医療機関：江州クリニッ

ク）。全3回。

・各地区における集団健診を開始（全55

回）。

・ドック助成事業開始。

・毎月の新規加入者への受診券発行お

よび発送。

・特定健診結果データを受理後、保健

指導へ結びつけるためのデータ加工

・対象者全員へ受診勧奨のチラシを送

付。

・対象者全員へ特定健診受診券を送

付。

・特定健診開始。

①-1:★特定保健指導とし

て実施

①未受診者対策 ②特定健診

医療との連携

2,481人 Hba1c6.1以上

(受診勧奨レベル)

糖尿病治療なし

(高血圧・糖質異常治療) 糖尿病

治療中

●①集団健診②個別健診(人間ドック、

脳ドックを含む)のいずれかを対象者に

は特定健診として受診していただく。

●目標受診率：65％

●目標受診率65％を達成するために未

受診者対策事業を行った（対策事業に

ついて詳しくは第一章【これまでの取り

組み例】を参照）。

対
象
者
の
明
確
化

課
題
設
定
と
計
画
P

実
践
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
D

糖尿病治療

ガイドP23

　集団での結果説明を廃止し、すべて

個別訪問、面談にて対応。

糖尿病治療

ガイドP25

糖尿病

治療なし

174人

762人

③健診結果 ④保健指導

・「広報うるま」へ特定健診に関する案内

を掲載。

・広報車による特定健診に関する街宣

活動。

・集団健診の案内のために立て看板を

実施地区周辺へ適時掲載。

・広報誌への折り込みチラシを作成。ま

た、各自治会へ折り込みチラシを配布

するよう協力依頼。

・電話による受診勧奨（前年度未受診者

を優先的に案内）。

2,368人

Hba1c6.0以下

（全3,130人）

※保健事業ネットより

　平成23年度特定健診受診者を

対象としてデータを抽出し、集計し

ました。

850人
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（４）うるま市における糖尿病解決のための実践の流れと評価（保健指導プログラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集
団
と
個
の
事
態
把
握 

個
別
保
健
指
導
計
画
の
作
成 

個
別
の
支
援
の
実
践 

個
々
の
実
践
の
評
価 

実
績
結
果
報
告 

Ⅰ糖尿病管理台帳 

 
健診データからフォローチャー
トを作成し、保健指導の優先順位
を考える 

 
保健指導対象者名簿から資料を
使って個の健診データの読み取
りをする 

 
対象者の特徴から保健指導の方
針をたて、面接の準備をする 

本人に面談する 
経過を確認するために表に落と
してみる 
医療機関受診勧奨の者や医療機
関と連携が必要ものは連携様式
と経年表などを作成 
 
特定健診の受診勧奨 

 
保健指導内容を簡潔に記録 

 
連携様式返書が返ってきたら本
人とフォローアップ方法の確認 
治療継続、自己管理の支援 

 
フォローアップ内容を簡潔に記
録 

保健指導を実施したことにより、
データの改善がみられたか 
次年度健診の結果等で評価資料
を作成してみる 

実践のために作った資料を集める 
課題を整理する 
作成した資料をもとに、報告の流
れを組み立てる 
聞き手の感想から学ぶ 

⑧ 

⑨ 

① 

③ 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 （実践様式 3）糖尿病フロチャート 

（糖-14）糖尿病には治療の段階があるんです 

（糖 10）糖尿病とはどのような病気なのでしょうか 

（糖-2）検査値を記録してみましょう 

Kennsat 

（私の健康記録 A-2）健診結果・検査結果一覧 

（糖-1）糖尿病予防のための構造図 

（糖-12）私は糖尿病のどの段階にいるか 

うるま市様式：情報提供書など活用し必要時医療と連携を行う 

（糖-15）糖の流れと薬のメカニズム 

（糖-１）糖尿病予防のための構造図 

うるま市様式：情報提供書を用意する。必要時、医療機関と連携する 

（糖-43）糖尿病性腎症の経過 私はどの段階 

（糖-36）眼（網膜症）失明直前まで自覚症状がでません 

（私の健康記録 A-2）健診結果・検査結果一覧 

（様式）保健指導の記録用紙 

（糖-2）検査値を記録してみましょう 

 

糖尿病管理台帳（H21～H24年度健診受診者で HbA1c6.1以上の方） 

レセプトで治療状況を確認 

糖尿病管理台帳 

糖尿病連携手帳 

（様式）保健指導記録用紙 

（糖-2）検査値を記録してみましょう 

（評価様式 9）慢性高血糖者（ＨｂＡ1c）の状況 

（評価様式 5）糖尿病フロチャート HbA1cの変化 

（様式 6-10）健診から保健指導実施へのフロチャート 

（評価様式 8）糖尿病 HbA1cの変化 

レセプトで治療状況を確認（3か月ごと） 
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（５）保健指導実施者の人材確保と資質向上 

  保健指導実施者の人材確保策を検討するために、保健活動の年次推移の表を作成し、体制整備につな

げていきます。 

図 保健活動の年次推移 
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に
つ

い
て

話
合

い
を

行
っ

た
。

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

H
２

２
年

度
よ

り
１

か
所

委
託

H
22

年
度

は
、

旧
離

島
の

み
開

催

糖
尿
病
未
受
診
者
の
実
態
把
握

H
bA

1c
6.

1以
上

の
未

治
療

者
（H

20
年

81
名

、
H

21
年

55
人

）に
対

し
て

、
全

数
ア

プ
ロ

ー
チ

し
、

受
診

勧
奨

と
未

受
診

理
由

を
確

認
。

増
進

事
業

肝
炎

検
診

・骨
粗

し
ょ

う
症

健
診

が
ん

検
診

（乳
・婦

人
・肺

・胃
・大

腸
）

健
康

相
談

・健
康

教
育

う
る

ま
市

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

H
20

年
10

月
～

保
健

師
配

置
：セ

ン
タ

ー
・1

支
所

2か
所

配
置

H
17

年
度

４
市

町
合

併

保
健

師
配

置
：

本
庁

・支
所

3か
所

分
散

配
置

母
子

保
健

・予
防

接
種

事
業

地
区

分
担

制

特
定

健
診

特
定

保
健

指
導

・２
次

健
診

(健
康

支
援

課
委

託
）

早
期

介
入

保
健

指
導

受
診

勧
奨

者
へ

の
訪

問
指

導
事

業

重
複

・多
受

診
訪

問
事

業

生
活

習
慣

病
予

防
対

策
支

援
事

業

重
症

化
予

防
事

業

教
室

基
本

健
康

診
査

生
活

習
慣

病
予

防
健

診

う
る

ま
市

健
康

福
祉

セ
ン

タ
ー

保
健

師
配

置
：セ

ン
タ

ー
の

み
中

央
配

置
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 健診・保健指導を計画的に実施するために、まず健診データ、医療費データ（レセプト等）、要介護度

データ、地区活動等から知り得た対象者の情報などから地域特性、集団特性を抽出し、集団の優先的な

健康課題を設定できる能力が求められます。 

具体的には、医療費データ（レセプト等）と健診データの突合分析から疾病の発症予防や重症化予防

のために効果的・効率的な対策を考えることや、どのような疾病にどのくらい医療費を要しているか、

より高額にかかる医療費の原因は何か、それは予防可能な疾患なのか等を調べ、対策を考えることが必

要となります。 

平成 25 年 10 月稼働予定の国保データベース（ＫＤＢ）システムでは、健診・医療・介護のデータを

突合できることから、集団・個人単位での優先的な課題設定が容易になることが期待されます。その力

量アップのため、健診データ・レセプト分析から確実な保健指導に結びつける研修に積極的に参加して

いきます。 

  

（６）保健指導の評価 

 標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）によると、「保健指導の評価は、医療保険者が行った「健

診・保健指導」事業の成果について評価を行うことであり、本事業の最終目的である糖尿病等の生活習

慣病の有病者・予備群の減少状況、また、医療費適正化の観点から評価を行っていくことになる」とし

ています。 

 また、評価は①ストラクチャー（構造）、②プロセス（過程）、③アウトプット（事業実施量）、④アウ

トカム（結果）の 4 つの観点から行うこととされています。 

 そのため、保健指導にかかわるスタッフが評価結果を共有でき、必要な改善を行っていけるよう、特

定保健指導者（保健師・管理栄養士等）が作成する評価表と全体の評価表の様式を定めておきます。 
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特定保健指導者（保健師・栄養士）ごとに作成する評価表 

うるま市の保健活動の取り組み経過 
保

健
師

・
栄

養
士

ご
と

に
作

成
す

る
評

価
表

（
プ

ロ
セ

ス
評

価
）

○
う

る
ま

市
の

保
健

活
動

の
取

り
組

み
経

過

～
H

1
9
年

H
2
0
年

H
2
1
年

H
2
2
年

H
2
3
年

対
象

集
団

健
診

受
診

者
の

要
指

導
・
要

医
療

・
要

精
査

（
国

保
人

間
ド

ッ
ク

は
フ

オ
ロ

ー
で

き
ず

）

方 法

①
健

康
手

帳
交

付
②

健
康

教
育

（
個

別
・
集

団
）

③
健

康
相

談
④

健
康

診
査

⑤
訪

問
指

導

＜
集

団
健

診
＞

健
診

時
健

康
教

育
結

果
説

明
会

グ
ル

ー
プ

支
援

個
別

支
援

（
特

定
保

健
指

導
・
特

定
外

の
ハ

イ
リ

ス
ク

）
＜

人
間

ド
ッ

ク
・
個

別
健

診
＞

個
別

支
援

連 携

市
の

透
析

実
態

把
握

の
た

め
障

が
い

福
祉

課
へ

情
報

把
握

国
保

ﾚ
ｾ
画

面
が

課
内

で
閲

覧
可

能
。

医
療

中
断

が
把

握
し

や
す

く
な

る
。

市
の

腎
専

門
医

2
か

所
の

医
療

機
関

へ
出

向
き

、
う

る
ま

市
の

健
康

課
題

を
共

有
す

る
。

感 想 と 気 づ い た こ と

・
特

定
保

健
指

導
の

体
制

を
整

え
る

。
管

理
の

仕
方

な
ど

に
手

を
取

ら
れ

て
い

た
状

況
。

結
果

説
明

会
の

日
程

変
更

多
く
、

日
々

雇
用

ス
タ

ッ
フ

の
調

整
等

大
変

さ
あ

り
。

・
国

保
ﾚ
ｾ

を
確

認
す

る
に

も
、

他
課

へ
行

か
な

い
と

見
れ

な
い

な
ど

環
境

整
備

が
さ

れ
て

い
な

い
状

況
で

あ
っ

た
。

・
グ

ル
ー

プ
支

援
の

参
加

者
が

少
な

い
。

意
識

の
高

い
人

の
受

講
が

多
く
本

当
に

必
要

な
人

に
会

え
て

い
る

か
疑

問
。

 ・
治

療
中

の
人

の
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
不

良
も

多
い

。
治

療
中

の
方

は
病

院
ま

か

せ
に

な
っ

て
い

る
こ

と
の

反
省

。
治

療
中

の
方

の
保

健
指

導
の

介
入

模
索

。
・
指

導
者

の
力

量
不

足
（

C
K

D
・

D
M

）
を

感
じ

、
学

習
の

積
み

重
ね

の
大

切
さ

を
痛

感
。

・
ハ

イ
リ

ス
ク

・
特

定
外

の
フ

ォ
ロ

ー
が

医
療

費
抑

制
に

は
重

要
。

・
家

族
の

健
康

管
理

、
継

年
フ

オ
ロ

ー
の

必
要

性
を

実
感

し
、

業
務

分
担

で
な

く
、

地
区

分
担

で
支

援
す

る
こ

と
の

重
要

性
を

感
じ

る
。

・
医

療
連

携
の

必
要

性
→

病
院

周
り

実
施

し
市

の
実

態
共

有
。

・
Ⅲ

度
高

血
圧

の
管

理
も

重
要

・
保

健
指

導
内

容
の

充
実

　 ・
特

定
動

機
付

け
支

援
者

の
中

間
支

援
の

必
要

性

・
個

別
支

援
中

心
で

訪
問

件
数

増
。

・
特

定
健

診
受

診
率

・
保

健
指

導
率

目
標

に
満

た
な

い
あ

せ
り

感
。

・
未

受
診

者
対

策
・
未

利
用

者
対

策
と

し
て

の
地

域
づ

く
り

の
強

化
も

必
要

。
・
統

一
し

た
指

導
者

の
力

量
ア

ッ
プ

に
む

け
学

習
の

積
み

重
ね

が
重

要
。

課 題

・
腎

専
門

医
レ

ベ
ル

の
方

の
未

治
療

が
多

い
。

病
院

と
の

連
携

感
じ

る
も

、
レ

タ
ー

な
ど

の
連

携
で

つ
な

ぐ
の

み
。

連
携

の
在

り
方

課
題

。
・
特

定
保

健
指

導
で

個
別

・
人

間
ド

ッ
ク

受
診

者
の

フ
オ

ロ
ー

が
タ

イ
ム

リ
ー

に
行

え
な

い
。

→
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン

グ
検

討
。

・
レ

ベ
ル

1
の

方
の

支
援

は
結

果
説

明
会

未
来

所
は

支
援

で
き

て
い

な
い

・
医

療
連

携
の

必
要

性

　
　

高
血

糖
治

療
中

の
ｺ
ﾝ
ﾄﾛ

ｰ
ﾙ

不
良

者
が

多
い

。
　

　
高

血
糖

の
方

の
健

診
リ

ピ
ー

ト
率

が
低

い
。

　
　

健
診

新
規

受
診

者
の

検
査

結
果

が
悪

い
。

・
今

年
度

健
診

後
の

フ
オ

ロ
ー

が
主

に
な

り
、

医
療

中
断

者
へ

の
支

援
が

不
十

分
。

・
未

受
診

者
対

策
・
未

利
用

者
対

策
と

し
て

の
地

域
づ

く
り

の
強

化
も

必
要

。
・
病

院
連

携
の

在
り

方
（
市

民
が

主
体

の
連

携
）
・
ハ

イ
リ

ス
ク

者
の

中
で

、
優

先
順

位
を

絞
り

介
入

す
る

必
要

性
が

あ
る

。
・
介

護
の

２
号

者
の

健
診

・
医

療
の

状
況

が
未

把
握

。
・
特

定
保

健
指

導
者

へ
手

渡
し

で
結

果
返

し
が

で
き

な
い

か
検

討
要

す
。

幼
児

健
診

事
後

教
室

（
あ

っ
ぷ

る
教

室
）
開

催
に

と
も

な
い

健
診

の
発

達
課

題
の

見
直

し
。

母
子

の
生

活
習

慣
病

予
防

の
視

点
は

少
な

か
っ

た
。

・
H

2
1
年

1
2
月

よ
り

幼
児

期
健

診
で

の
C

K
D

予
防

の
保

健
指

導
・
H

2
2
年

1
月

よ
り

妊
婦

健
診

結
果

に
基

づ
き

C
K
D

予
防

の
保

健
指

導
（
た

ん
ぱ

く
尿

＋
以

上
あ

る
者

に
対

し
て

、
腎

臓
を

守
る

生
活

指
導

及
び

経
年

管
理

に
つ

い
て

指
導

、
情

報
提

供
書

）

親
子

健
康

手
帳

窓
口

で
の

生
活

習
慣

予
防

視
点

で
の

保
健

指
導

強
化

乳
幼

児
健

診
で

生
活

リ
ズ

ム
の

大
切

さ
P

R
強

化
産

科
医

療
機

関
の

連
携

で
G

D
M

の
個

別
支

援
連

携

が
ん

検
診

・
特

定
健

診
フ

オ
ロ

ー
が

業
務

割
り

で
の

支
援

と
な

っ
て

し
ま

う
。

（
同

じ
対

象
に

別
々

の
介

入
支

援
あ

り
）

が
ん

検
診

受
診

結
果

の
経

年
管

理
が

不
十

分
→

シ
ス

テ
ム

化
要

す

H
2
0
年

度
H

2
1
年

度
H

2
2
年

度
H

2
3
年

度
目

標
値

（
前

期
計

画
）

3
0
%

3
5
%

4
0
%

4
3
%

う
る

ま
市

　
実

績
3
2
.4

%
3
0
.5

%
3
4
.7

%
4
9
.8

%
沖

縄
県

　
実

績
2
8
.3

%
3
6
.0

%
4
2
.1

%
4
6
.5

%

各
担

当
地

区
の

指
導

対
象

者
・
実

人
員

各
担

当
者

ご
と

の
指

導
率

各
担

当
者

ご
と

の
指

導
率

各
担

当
者

ご
と

の
指

導
率

各
担

当
者

ご
と

の
指

導
率

特
定

保
健

指
導

率

成 人 ・ 保 健 指 導

＜
　

特
定

健
診

（
集

団
健

診
・
人

間
ド

ッ
ク

・
個

別
）
受

診
者

の
階

層
化

レ
ベ

ル
１

～
４

　
＞

母
子

保
健

が
ん

対
策

が
ん

検
診

の
精

査
フ

オ
ロ

ー
が

不
十

分
　

精
査

受
診

率
が

低
い

内 容

健
診

時
健

康
教

育
：

7
3
回

特
定

保
健

指
導

の
P

R
・
結

果
説

明
会

の
予

約

結
果

説
明

会
：

9
7
回

（
３

庁
舎

・
離

島
等

公
民

館
実

施
）

グ
ル

ー
プ

支
援

：
１

ク
ー

ル
4
回

受
講

者
2

6
名

２
次

健
診

：
4
医

療
機

関
積

極
的

支
援

者
の

み
8

7
名

個
別

支
援

：
結

果
説

明
会

未
来

所
の

特
定

保
健

指
導

者
優

先

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

１
か

所
医

療
機

関
へ

委
託

対
象

：
委

託
医

療
機

関
受

診
者

の
み

★
慢

性
腎

臓
病

（
C

K
D

)予
防

に
向

け
た

計
画

書
策

定
★

重
症

化
予

防
（C

K
D
・

D
M

・
高

血
圧

）

★
ハ

イ
リ

ス
ク

台
帳

へ
高

血
圧

の
追

加
★

★
C

K
D
台

帳
の

整
備

★

★
D

M
台

帳
の

整
備

★
健

診
経

年
管

理
で

き
る

体
制

整
備

し
ハ

イ
リ

ス
ク

台
帳

で
支

援

★
C

K
D
予

防
の

取
り

組
み

★
★

C
K

D
・

D
M

統
一

台
帳

の
整

備
★

・
個

別
健

診
受

託
機

関
1

5
医

療
機

関
へ

、
う

る
ま

市
の

健
康

課
題

を
共

有
し

、
健

診

受
診

率
の

向
上

と
、

医
療

連
携

に
つ

い
て

話
合

い
を

行
っ

た
。

・
指

導
者

の
学

習
会

（
腎

・
糖

尿
病

専
門

医
と

の
事

例
学

習
会

）

・
平

成
１

７
年

に
４

市
町

村
が

合
併

。
ま

だ
ま

だ
、

地

域
特

性
が

見
え

て
い

な
い

。

運
動

施
設

等
利

用
促

進
事

業

（
バ

イ
メ

タ
カ

ー
ド

）

老
人

保
健

事
業

（
ｓ

57
年

～
平

成
19

年
）

基
本

健
康

診
査

に
基

づ
き

保
健

指
導

：
要

医
療

・要
精

査
者

へ
の

受
診

勧
奨

が
主

評
価

：
事

業
の

回
数

や
参

加
人

数

ハ
イ

リ
ス

ク
地

区
支

援
状

況
の

共
有

特
定

健
診

未
受

診
者

へ
の

受
診

勧
奨

・
医

療
受

診
勧

奨
後

の
確

認
ま

で
追

え
て

い
な

い
。

ｴ
ｺ
ﾎ

ﾞﾃ
ﾞｨ

ｰ
カ

ー
ド

へ
：
１

）
利

用
施

設
の

拡
大

２
）
利

用
期

間
の

拡
大

健
診

時
健

康
教

育
：
廃

止
し

食
生

活
改

善
推

進
員

よ
り

P
R
へ

結
果

説
明

会
：
離

島
等

の
み

公
民

館
開

催

グ
ル

ー
プ

支
援

：
廃

止
し

、
必

要
者

は
国

保
集

団
事

業
へ

つ
な

ぐ

２
次

健
診

：
２

医
療

機
関

積
極

的
支

援
者

・
動

機
づ

け
６

５
歳

以
下

支
援

8
8
名

個
別

支
援

：
各

担
当

地
区

支
援

状
況

の
共

有

早
期

介
入

レ
ベ

ル
１

支
援

個
別

強
化

（
国

保
嘱

託
N

S2
人

）

特
定

外
の

保
健

指
導

件
数

増

健
診

時
健

康
教

育
：

6
6
回

結
果

説
明

会
：

4
9
回

（
２

庁
舎

・
離

島
等

の
み

公
民

館
開

催
）

グ
ル

ー
プ

支
援

：
1
ｸ
ｰ

ﾙ
4
回

受
講

者
3

7
名

２
次

健
診

：
2
医

療
機

関
積

極
的

支
援

者
の

み
8

9
名

個
別

支
援

：
個

別
・
ド

ッ
ク

の
み

支
援

者
全

体
で

ふ
る

い
分

け
支

援

健
診

時
健

康
相

談
：
日

々
雇

用
看

護
師

に
て

実
施

結
果

説
明

会
：
離

島
等

の
み

公
民

館
開

催
一

部
あ

り

2
次

健
診

：
３

医
療

機
関

積
極

的
、

動
機

づ
け

（
６

５
歳

以
下

）
支

援
者

1
5

8
名

個
別

支
援

：
各

担
当

地
区

支
援

状
況

の
共

有

栄
養

士
・
嘱

託
看

護
師

の
地

区
受

け
持

ち
分

担

強
化

月
間

設
け

る

動
機

付
け

支
援

３
か

月
支

援
介

入

早
期

介
入

レ
ベ

ル
１

支
援

個
別

強
化

（
国

保
嘱

託
N

S4
人

）

・
透

析
患

者
実

態
把

握
の

た
め

訪
問

実
施

・
国

保
連

課
題

G
表

の
整

理
を

し
、

C
K

D
予

防
の

対
象

者

の
明

確
化

を
す

る
。

・
個

別
支

援
の

重
要

性
を

認
識

す
る

。

★
未

受
診

者
の

実
態

把
握

H
b

A
1c

6.
1以

上
の

未
治

療
者

（
H

20
年

81
名

、
H

21
年

55
人

）
に

対
し

て
、

全
数

ア
プ

ロ
ー

チ
し

、
受

診
勧

奨
と

未
受

診
理

由
を

確
認

し
た

。

重 症 化 予 防 の 取 組特 定 保 健 指 導 率 向 上 の 取 組

特
定

保
健

指
導

率
が

目
標

値
に

満
た

な
い

状
況
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①
特

定
健

診
実

施
率

②
特

定
保

健
指

導
実

施
率

③
保

健
指

導
の

継
続

率
①

健
診

結
果

②
医

療
③

介
護

C
　

ア
ウ

ト
カ

ム
（結

果
）

保
健

事
業

を
実

施
す

る
た

め
の

仕
組

み
や

体
制

D
　

ス
ト

ラ
ク

チ
ャ

ー
（構

造
）

評
価

の
視

点

経 過

や
っ

て
き

た
こ

と
評

価
の

た
め

の
様

式
A

 プ
ロ

セ
ス

（過
程

）
B

　
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
（事

業
実

施
量

）

生
活
習
慣
病
関
連
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
患
（
予
防
可
能
な
疾

虚
血
性
心
疾
患

6
ヵ
月
以
上
の

長
期
入
院

腎
疾
患

2
0
0
万
以
上
の

高
額
医
療

長
期
化
す
る

こ
と
で
高
額

脳
血
管
疾
患

糖
尿
病

(様
式

3
-2

)

全
体

(様
式

3
-1

)

虚
血
性
心
疾
患

（
様
式

3
-6
）

6
5
歳
未
満

生
活
機
能
の
低

集
団
と
個
の
実
態
把
握

健
診
か
ら
保
健
指
導
実
施

へ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

脂
質
異
常

(様
式

3
-4

)

高
血
圧

(様
式

3
-3

)

医
療
費
分
析

介
護
認
定
分
析

生
活
習
慣
病
分
析

健
診
デ
ー
タ
分

○
死
亡
統
計

6
5
歳
未
満
の
死
因
で
は
脳
血
管
疾
患
が
最
も
多
く
、
そ
の

中
で
脳
出
血
が
多
い
。
年
代
で
み
る
と
男
女
と
も
に

5
0
代

○
障
害
予
防
（

2
号
認
定
者
の
状
況
）

2
号
認
定
者
数
は

H
1
7
 年
度
か
ら
年
々
増
加
。

原
因
疾
患
は
脳
血
管
疾
患
が
約

7
割
を
占
め
て
い
る
。

5
0
代

○
重
症
化
予
防

①
2
0
0
万
以
上
レ
セ
よ
り
予
防
可
能
な
心
疾
患
が

2
9
.8
％

と
高
い
。
疾
患
の
重
な
り
を
見
る
と
、
高
血
圧
と
糖
尿
病

の
割
合
が
高
い
。

②
長
期
入
院
よ
り
ほ
と
ん
ど
が
脳
血
管
疾
患
。
糖
尿
病
、

高
血
圧
の
重
な
り
が
多
く
、
費
用
額
も
高
い
。

○
健
診
結
果

男
性
の
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
該
当
者
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

腹
囲
有
所
見
者
は

6
割
を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に
低

H
D

L
や

尿
酸
有
所
見
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

女
性
は
肥
満
有
所
見
者
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
伴

い
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
該
当
者
及
び
予
備
軍
と
も
に
減
少
傾
向

に
あ
る
。

男
女
と
も
に

H
b
A

1
c有
所
見
者
割
合
の
増
減
は
あ
る
も
の

の
、
毎
年

5
割
を
超
え
て
い
る
。

特
定
健
診
受
診
者
の
生
活
習
慣
病
治
療
中
の
方
は
年
々

増
加
し
て
い
る
。
た
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
良
者
の
割
合

○
健
診
受
診
率

H
2
0
年
度

2
7
.1
％

H
2
1
年
度

2
8
.9
％

H
2
2
年
度

3
0
.0
％

H
2
3
年
度

2
9
.9
％

H
2
0
年
度
と
比
較
し
て
若
干
増
加
し

て
い
る
も
の
の
受
診
率
が
低
い
。

男
性

4
0
代
の
受
診
率
は
各
年
度
で

最
も
低
く
、
２
割
弱
と
な
っ
て
い
る
。

○
特
定
保
健
指
導
率

H
2
0
年
度

3
2
.4
％

H
2
1
年
度

3
0
.5
％

H
2
2
年
度

3
4
.3
％

H
2
3
年
度

4
9
.9
％

平
成

2
2
年
度
ま
で
は
保
健
指
導
率

は
横
ば
い
状
態
。
こ
れ
ま
で
実
施
し

て
き
た
集
団
健
診
結
果
説
明
会
や
集

団
健
康
教
室
を
廃
止
（
離
島
な
ど
一

部
地
域
で
必
要
時
実
施
）
し
、
す
べ

て
個
別
相
談
対
応
と
し
た
こ
と
が
、

指
導
率
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

○
保
健
指
導
の
継
続
率

H
2
0
年
度
積
極
的
支
援
の
初
回
面
接

率
3
6
.7
％

終
了
率

1
3
.6
％

H
2
1
年
度
積
極
的
支
援
の
初
回
面
接

率
3
0
.9
％

終
了
率

1
5
.3
％

H
2
2
年
度
積
極
的
支
援
の
初
回
面
接

率
3
8
.1
％

終
了
率

1
5
.8
％

H
2
3
年
度
積
極
的
支
援
の
初
回
面
接

率
5
6
.5
％

終
了
率

2
3
.9
％

終
了
率
は
年
々
増
加
し
て
い
る
が
、

約
2
4
％
と
低
い
状
況
で
あ
る
。

○
保
健
指
導

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
該
当
者
及
び
予
備
軍
の
次
年
度
改
善
率

は
4
1
.8
％
、
悪
化
率
は

1
5
.7
％
と
な
っ
て
い
る
。

H
b
A

1
c6

.1
％
以
上
の
改
善
率
は

5
5
.6
％
、
Ⅰ
度
高
血
圧
以

上
の
改
善
率
は

5
0
.4
％
で
あ
り
、
保
健
指
導
を
受
け
た
半

○
発
症
予
防

生
活
習
慣
病
で
の
受
療
率
は
増
加
傾
向
で
あ
る
が
、
県
内

1
1
市
で
比
較
す
る
と
最
も
低
い
。
女
性
の
脳
血
管
疾
患
、

虚
血
性
心
疾
患
は
減
少
傾
向
で
あ
る
が
、
男
性
は
増
加
傾

向
。

○
重
症
化
予
防
対
策

・
糖
尿
病
、
高
血
圧
、

C
K

D
管
理
台
帳

を
作
成
し
、
継
続
支
援
を
行
う
（
健
診

未
受
診
、
医
療
中
断
を
予
防
す
る
）

・
医
療
連
携
パ
ス
を
活
用
し
、
医
療
中

断
が
な
い
よ
う
支
援
す
る
。

・
治
療
中
の
方
へ
対
し
て
も
、
必
要
時

栄
養
指
導
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
医
療
と

の
連
携
を
行
う
。

○
保
健
指
導
率
向
上
対
策

・
特
定
保
健
指
導
対
象
者
に
対
し
て
健

診
結
果
を
手
渡
し
で
行
い
、
保
健
指
導

を
受
け
や
す
い
体
制
を
整
備
す
る
。

・
継
続
率
を
高
め
る
た
め
に
、
特
定
保

健
指
導
対
象
者
に
対
し
て
は
、
回
数
を

問
わ
ず
二
次
健
診
を
実
施
し
、
自
身
の

現
在
の
代
謝
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
で

行
動
変
容
が
行
え
る
よ
う
支
援
す
る
。

さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
キ
ッ
チ
ン
ス

ケ
ー
ル
や
体
重
計
、
歩
数
計
、
血
圧
計

の
貸
出
を
行
い
、
健
康
管
理
に
取
り
組

み
や
す
い
よ
う
支
援
す
る
。
運
動
施
設

利
用
希
望
者
に
対
し
て
は
、
エ
コ
ボ

デ
ィ
ー
カ
ー
ド
発
行
に
て
運
動
し
や
す

い
体
制
を
整
備
す
る
。

・
特
定
保
健
指
導
対
象
者
以
外
に
対
し

て
も
、
健
診
結
果
よ
り
優
先
順
位
を
選

定
し
保
健
指
導
を
実
施
す
る
。

・
効
果
の
出
せ
る
保
健
指
導
が
行
え
る

○
未
受
診
者
対
策

健
診
会
場
で
保
健
指
導
利
用
勧
奨
、
手

渡
結
果
返
し
に
つ
い
て
周
知
し
、
後
日
、

電
話
で
面
接
日
の
予
約
を
入
れ
る
等
利

用
者
が
利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
備
。

○
早
世
予
防

○
障
害
予
防

対
象
者
の
明
確

保
健
指
導
レ
ベ
ル
ご

と
に
対
象
者
を
把
握

保
健
指
導
の
優
先
順
位

ど
の
よ
う
な
生
活
習
慣
病
が
多
い

ど
の
年
代
で
何
人
受
診
し
て
い
る
の

健
診
受
診

(様
式

6
-9

)

健
診
有
所
見
状
況

(様
式

6
-2
～

6
-7

)

メ
タ
ボ
該
当
者
・

予
備
軍

(様
式

6
-8

)

脳
血
管
疾
患

人
工
透
析

基
礎
疾
患
の
重
な
り
は
な
ん
だ
ろ


